
2020 年 6 月 29 日 

保護者の皆様へ 

認定こども園エクレス 

 

７月からの体制と対応について 
 

日頃より、園の運営にご協力いただき、ありがとうございます。 

６月 24 日（水）のメールでお伝えしましたが、横浜市からの通知を受け、７月から自粛が解除になり

ますので、７月１日（水）より「通常の全クラス受け入れ」を開始します。 

  感染症対策の取り組みは、これからも継続して行ってまいります。 

５月 27 日付「６月の体制と対応について」にてお知らせした内容に照らし合わせて、継続実施内容、

変更点、追加事項をお伝えします。 

 

Ⅰ．感染症対策の取り組みについて ※７月からの変更箇所は赤字表記 

＜施設環境面の取り組み＞ 

１）登園時におけるエントランス等での密集を避けるために、保護者の方の引き渡しエリアの設定や時

差登園を行います。※降園は通常時間に戻ります。「Ⅴ．登降園方法について」をご覧ください。 

２）エントランス、トイレや保育室等の手洗い場には、手指用消毒液を設置しています。 

３）手洗い場には泡タイプのハンドソープを設置しています。 

   園庭遊びが終わったら、おトイレを済ませたら・・・と、何かを行うごとにハンドソープを使っての手洗いを

徹底しています。 

４）ホールや保育室等には加湿式空気清浄機の設置に加え、こまめな換気を行っています。 

５）人の手が触れる場所（階段手摺・ドアノブ・机・椅子・教具・ロッカー等）は、次亜塩素酸ナトリウ

ム消毒液による消毒を保育の前後に行っています。 

６）保健コーナーには、ジアイーノを設置しています。 

７）職員向け「新型コロナウイルス感染症に関する手引き」を作成し、対応を徹底しています。 

   （発熱や体調不良時の出勤停止、マスク着用、日常の生活における留意点等） 

８）園バスは乗車前と降車後の車内の消毒を行うことに加え、安全を確保した上での換気走行を行い

ます。 

   運転手と添乗員はマスク着用での対応とします。 

９）園関係者外の訪問者については、不要不急な対応以外の受け入れはいたしません。（接触機会

の削減配慮） 

 

＜保護者の皆様へのお願い＞ 

 １）お子様のみならず来園される保護者の方も来園の際には、マスクの着用をお願いします。 

 ２）登園前に、ご自宅において、お子様のみならず同居されている方全員の検温をお願いします。 

    37.5℃以上の発熱、気管支の異常、体調不良(風邪等)の症状が本人及び同居のご家族にい

る場合は、受け入れ不可といたします。 

 ３）体調確認のため、「検温カード」の記入をお願いします。既にお持ちの方は、7 月からは裏面に記入

してください。 

 

Ⅱ．７月の教育・保育の実施について ※７月からの変更点のみ記載 



【横割り保育活動】 保育内容によっては、7 月から横割り（同一学年）の活動を行います。 

【特別教育】 ●スイミングについて 

今年度のスイミングの実施は中止とします。要因としては、スポーツ庁より５月 22 日に

発出された「今年度における学校の水泳授業の取り扱いについて」に実施する場合の対

策について明示されており、その明示内容に則っての実施が困難で、園児の安全を確保

することができないと判断する場合は、今年度の水泳授業の実施を控えることという指示

のものです。 

＜不可能と判断した項目＞※原文どおり記載 

・授業中、児童生徒に不要な会話や発生を行わないよう指導するとともに、プール

内で密集しないよう、プールに一斉に大人数の児童生徒が入らないようにすること。プ

ール内だけでなく、プールサイドでも児童生徒の間隔は２ｍ以上を保つことができるよ

う、複数のクラスによる合同授業はなるべく避けること。 

・授業中、児童生徒が手をつないだり、体を支えるなど、児童生徒が密接する活動

は避けること。 

 つきましては、スイミングの特別教育費（７月～翌年３月分）を一括で返金いたしま

す。返金方法は、８月の納付金の徴収時に調整(相殺)します。 

●体育、音楽、英語、ミュージカルについて 

予定どおり実施します。 

【給 食】  ７月から再開します。 

４・５月の給食未実施分の 16 回分については、下記日程で振り替を予定しています。 

前回のお知らせでは手作り弁当予定日の５日分を給食に振り替えるとお知らせをしており

ましたが、毎月１回は手作り弁当日を確保したく４日分を給食に振り替えることといたしま

した。年初の給食予定回数を確保するため、７月・８月に追加で実施日を設けたほか、

11 月に半日保育を全日に２日分変更しています。 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 合計 

予定 
回数 

6 10 
返金
済 

6 2 13 17 13 8 11 11 6 103 

変更 
回数 

0 0 11 7 14 17 16 8 12 12 6 103 

追加の

日にち 
－ － － 

13日 
14日 
16日 
17日 
20日 

20日 
21日 
24日 
25日 
27日 

10日  ５日 
25日 
30日 

 12日 16日   

※赤字部分：手作り弁当を給食に変更した日  

※青字部分：半日保育を全日保育に、給食を追加した日  

 

【市型預かり保育】  横浜市からの通知文どおりの実施です。６月 24 日に、横浜市からの通知文を

在園児ブログにＵＰしましたので、ご確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ．７・８月の教育・保育の実施について 

６月にお知らせしたとおりで変更はありません。 

詳しくは、「７月の園だより」をご確認ください。 

 

  

Ⅳ．登降園方法について ※７月からの変更箇所は赤字表記 

１）徒歩・自転車通園の方 

【駐輪場】園庭の駐輪スペースから、通常の北側駐輪スペースへ変更になります。 

【登園時】①密集状態を避けるため、学年ごとの時間を設けます。※時間厳守でお願いします。 

      ②登降園とも【南門】のみとなります。南門で非接触型体温計での検温を行います。検温を

クリアした方は、お子様をエントランスまでお連れください。原則は階段の上でのお引渡しでお

願いします。 

      ③初めての登園、久しぶりの登園の方は、お子様が離れる際に不安になり泣いてしまうかもしれ

ません。その姿を見ると心苦しく、離れ難く感じるかも知れませんが、私たちを信用していただ

き、お任せください。 

学 年 年少 年中 年長 

 登園時間 8:15～8:25 8:25～8:35 8:15～8:45 
 

【降園時】①通常時間でのお迎えに変更します。 

 全日 半日 

 降園時間 13:45～14:00 11:15～11:30 
 

      ②お迎えの際には、以下の指定場所までいらしてください。 

グループ 春 夏 秋 冬 

 引き渡し場所 ホール ふじ組 れんげ組 ホール 

      ③ふじ組とれんげ組は、園庭側の各保育室の出入り口での引き渡し、ホールはみねみち公園

側のホール円形出入り口にての引き渡しです。いずれも室内には入りません。 

      ④手指の消毒は園にも設置はしておりますが、在庫が少なくなってきており、入手も困難な状

況となっていることから、各自でご用意・対応をしていただけると助かります。 

      ⑤お子様引き渡し後は、速やかにお帰りください。 

 

２）園バス通園の方 

【園バスの運行】 園バスは感染症防止対策を行い、通常のダイヤで実施します。 

【ドライブスルー】 利用は６月末までとなります。 

 

 

Ⅴ．登園の際にお願いしたいこと 

１）検温カードについて 

お子様と送迎される保護者の方の毎朝の体温を引き続き、検温カードに記入してください。お子様の

健康状態を把握するためにも必要な情報です。必ず測定と記録をお願いします。 

 

  



２）持ち物について ※継続依頼に加え、７月からの変更点を赤字記載 

【マスクの予備】【替えのハンカチ】 は引き続き、準備し持たせてください。 

【給食セット内にハンカチの用意】 給食前にはペーパータオルの使用を考えていましたが、同様の対応し

ている預かり保育の様子を見ると、ゴミが散乱する等の問題も見られた為、給食前の手洗い時のふき取

りは各自のハンカチにいたします。給食前の手洗い時のみに使用するハンカチを、給食セットの中に入れて

ください。 

※預かり保育の午後間食前の手洗い時はペーパータオルを使用します。 

【歯ブラシ不要】 給食後には歯磨きの指導を行っていますが、３密の中での歯磨きになることが想定さ

れるので、当面の間、園で歯磨きは行いません。給食セットから歯ブラシを除いてください。 

※ハンカチやマスク、袋にはフルネームで記名をお願いします。 

※全ての持ち物にフルネームで記名をお願いします。 

※持ち物の詳細は、「通園のしおり」をご確認ください。 

 

３）市型預かり保育について 

自粛が解除になったことで、利用日に変更がある方は申し出をお願いします。 

変更日が１日でもある方は、お手数ですが新たに申込書を園事務まで提出してください。 

８月の利用申込の提出期限は７月 20 日です。夏休み期間中の給食の変更（追加や取り消し）は

できませんのでご留意ください。 

 

４）提携課外教室【GODAI】について 

対象のご家庭には、GODAI よりご連絡が入ると思いますが、７月から課外教室も実施となります。 

 

 

Ⅵ．そ の 他 

①マスクについて 

熱中症対策として、園庭で遊ぶときや、屋内でも体を動かす活動の場合は、事前にマスクを外すよう指

示します。他の活動でも、息苦しさが見受けられた場合は職員の判断でマスクを外すよう声を掛けます。 

職員はマスク着用で保育しますが、活動によってはマスクを外す場合もあります。ご了承ください。 

また、集合写真など撮影についても、一時、マスクを外すよう声を掛けます。 

 

※受け入れ後の状況により、お伝えした内容が変更になる場合があります。その際には、メールや在園児ブ

ログでお伝えいたします。 

 

以 上 


